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新居浜市東平記念館設置及び管理条例の一部を改正する条例の制定につい

て  

 

新居浜市東平記念館設置及び管理条例の一部を改正する条例を次のとおり制定する。  

 

平成２７年８月３１日提出  

 

新居浜市長  石  川  勝  行  

 

 

新居浜市東平記念館設置及び管理条例の一部を改正する条例  

 

新居浜市東平記念館設置及び管理条例（平成６年条例第９号）の一部を次のように改

正する。  

第１０条を第１３条とし、第９条の次に次の３条を加える。  

（指定管理者による管理）  

第１０条  東平記念館の管理は、指定管理者（地方自治法（昭和２２年法律第６７号）

第２４４条の２第３項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。）に行わせることが

できる。  

２  前項の規定により東平記念館の管理を指定管理者に行わせる場合における第４条、

第５条及び第７条の規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、

「指定管理者」とする。  

（指定管理者が行う業務）  

第１１条  前条第１項の規定により指定管理者に東平記念館の管理を行わせる場合に当

該指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。  

（１）第３条各号に掲げる事業の実施に係る業務  



 

 

（２）東平記念館への入館及びマイン工房の使用の許可並びにその取消し等に関する業

務  

（３）東平記念館の施設及び設備の維持管理に関する業務  

（４）その他東平記念館の管理に関し市長が必要と認める業務  

（指定管理者が行う管理の基準）  

第１２条  指定管理者は、この条例、この条例に基づく規則その他市長が定めるところ

に従い、適正に東平記念館の管理を行わなければならない。  

附  則  

（施行期日）  

１  この条例は、公布の日から施行する。  

（経過措置）  

２  改正後の第１０条第１項の規定により東平記念館の管理を指定管理者に行わせる場

合において、当該管理を指定管理者に行わせる日前に市長がした使用の許可その他の

行為（同日以後の使用に係るものに限る。）は、指定管理者がした使用の許可その他

の行為とみなす。  

 

提案理由  

新居浜市東平記念館について、指定管理者制度を導入し、指定管理者に管理を行わせ

ることができるよう必要な事項を定めるため、本案を提出する。  




